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日
韓
合
意
の
法
的
拘
束
力
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
五
年
十
二
月
二
十
八
日
、
日
韓
外
相
会
談
が
行
わ
れ
、
両
外
相
に
よ
る
共
同
記
者
発
表
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
記
者
発

表
に
よ
り
、
日
韓
両
国
間
の
、
い
わ
ゆ
る
「
慰
安
婦
問
題
」
が
「
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
に
解
決
」
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
そ
の
中
で
、
「
韓
国
政
府
は
、
日
本
政
府
が
在
韓
国
日
本
大
使
館
前
の
少
女
像
に
対
し
、
公
館
の
安
寧
・
威
厳
の
維
持
の

観
点
か
ら
懸
念
し
て
い
る
こ
と
を
認
知
し
、
韓
国
政
府
と
し
て
も
、
可
能
な
対
応
方
向
に
つ
い
て
関
連
団
体
と
の
協
議
を
行
う

等
を
通
じ
て
、
適
切
に
解
決
さ
れ
る
よ
う
努
力
す
る
」
と
慰
安
婦
像
に
つ
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
年
後
の
二
〇
一
六
年
十
二
月
三
十
日
、
韓
国
南
部
・
釜
山
の
日
本
総
領
事
館
前
に
慰
安
婦
像
が
、
市
民
団
体

や
学
生
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
。
日
本
政
府
は
、
こ
の
慰
安
婦
像
を
「
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
規
定
す
る
領
事
機
関
の
威
厳
な
ど
を

侵
害
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
、
撤
去
す
る
こ
と
を
韓
国
政
府
に
求
め
、

�
）
在
釜
山
総
領
事
館
職
員
に
よ
る
釜
山
市
関
連
行
事
へ
の
参
加
見
合
わ
せ

�
）
駐
韓
大
使
や
在
釜
山
総
領
事
の
一
時
帰
国

�
）
日
韓
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
取
り
決
め
協
議
の
中
断

�
）
日
韓
ハ
イ
レ
ベ
ル
経
済
協
議
の
延
期

一



を
決
定
し
た
。

二
月
十
七
日
、
岸
田
文
雄
外
相
は
、
ド
イ
ツ
西
部
の
ボ
ン
で
韓
国
の
ユ
ン
ビ
ョ
ン
セ
外
相
と
会
談
し
、
「
撤
去
を
強
く
求
め

た
」
と
報
道
さ
れ
た
（
二
月
十
八
日
付
産
経
新
聞
）
が
、
い
ま
だ
に
新
た
な
慰
安
婦
問
題
の
解
決
の
進
展
は
見
ら
れ
て
い
な

い
。日

韓
間
の
い
わ
ゆ
る
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
五
年
の
日
韓
請
求
権
協
定
に
す
で
に
「
完
全
か
つ
最
終
的
に
解

決
」
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
慰
安
婦
問
題
」
は
こ
れ
ま
で
、
幾
度
と
な
く
日
韓
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
問
題
と

し
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
平
成
二
十
八
年
一
月
十
四
日
提
出
、
井
坂
信
彦
提
出
の
質
問
主
意
書
「
日
韓
外
相
会
談
後
の
日
韓

外
相
共
同
記
者
発
表
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
政
府
答
弁
で
は
、
慰
安
婦
問
題
が
「
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
に
解

決
」
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
政
府
と
し
て
は
、
韓
国
政
府
の
明
確
か
つ
十
分
な
当
該
合
意
に
対
す
る
確
約
を
得
た
も
の
と

受
け
止
め
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
日
韓
間
の
取
り
決
め
も
す
べ
て
、
確
約
を
得
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
度
も
「
可
逆
的
」
な
対
立
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。

慰
安
婦
問
題
を
不
可
逆
的
に
解
決
す
る
た
め
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。

一

日
韓
外
相
共
同
記
者
発
表
は
両
国
と
も
に
法
的
拘
束
力
を
持
つ
の
か

二



内
閣
法
制
局
長
官
を
歴
任
し
た
小
松
一
郎
氏
の
著
書
（
小
松
一
郎
「
実
践
国
際
法
（
第
二
版
）
」
信
山
社
、
二
〇
一
五

年
）
に
よ
る
と
、
「
共
同
記
者
発
表
」
と
い
う
日
韓
合
意
の
形
式
は
、
政
府
の
政
策
意
図
等
を
法
的
な
権
利
義
務
を
設
定
し

な
い
形
で
対
外
的
に
発
信
す
る
こ
と
が
主
な
目
的
と
さ
れ
、
当
事
者
に
対
す
る
拘
束
力
は
政
治
的
・
道
徳
的
な
も
の
に
と
ど

ま
る
と
い
う
。

二
〇
一
六
年
一
月
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
自
民
党
の
平
沢
勝
栄
議
員
は
「
今
回
の
合
意
を
、
外
相
同
士

の
記
者
会
見
と
い
う
形
で
発
表
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
今
回
の
合
意
と
い
う
の
は
ど
の
程
度
の
拘
束
力
を
持
つ
も
の

な
の
か
」
と
質
問
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
岸
田
外
務
大
臣
は
、
両
国
の
首
脳
間
で
確
認
さ
れ
た
合
意
で
あ
る
こ
と
、
両
国
民
の
前
で
、
そ
し
て
世
界

を
前
に
し
て
力
強
く
合
意
に
つ
い
て
明
言
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
、
「
大
変
重
た
い
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
の
み
で
、
自

民
党
の
平
沢
勝
栄
議
員
の
「
今
回
の
同
意
と
い
う
の
は
ど
の
程
度
の
拘
束
力
を
持
つ
も
の
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
一
切
、

答
え
て
い
な
い
。

そ
こ
で
改
め
て
、
自
民
党
の
平
沢
勝
栄
議
員
と
同
様
の
問
題
を
問
う
。
二
〇
一
五
年
十
二
月
二
十
八
日
に
公
表
さ
れ
た
日

韓
合
意
は
、
ど
の
程
度
の
拘
束
力
を
持
つ
も
の
な
の
か
。
法
的
拘
束
力
を
持
つ
の
か
。

三



二

「
国
際
約
束
で
あ
る
文
書
」
に
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

前
述
の
小
松
一
郎
氏
の
著
書
に
よ
れ
ば
、
外
交
上
作
成
さ
れ
る
文
書
に
は
、
「
国
際
約
束
で
あ
る
文
書
」
と
「
国
際
約
束

で
は
な
い
文
書
」
に
大
別
さ
れ
る
と
い
う
。
「
国
際
約
束
で
あ
る
文
書
」
は
、
当
事
者
間
に
国
際
法
上
の
権
利
義
務
を
設
定

す
る
も
の
で
、
「
条
約
」
、
「
協
定
」
、
「
憲
章
」
、
「
交
換
公
文
」
、
「
合
意
さ
れ
た
議
事
録
」
な
ど
の
標
題
を
含
む
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
「
国
際
約
束
で
は
な
い
文
書
」
と
は
、
当
事
者
間
に
国
際
法
上
の
権
利
義
務
を
設
定
し
な
い
も

の
で
、
通
常
、
「
共
同
宣
言
」
、
「
共
同
声
明
」
、
「
共
同
発
表
」
、
「
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
」
、
「
共
同
新
聞
発
表
」
等
の

標
題
が
使
用
さ
れ
、
日
韓
外
相
記
者
発
表
は
ま
さ
に
「
共
同
記
者
発
表
」
に
あ
た
る
。

中
村
耕
一
郎
『
国
際
「
合
意
」
論
序
説－

法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
国
際
「
合
意
」
に
つ
い
て
』
（
東
信
堂
、
二
〇
〇
二

年
、
九
八
頁
）
に
よ
れ
ば
、
各
国
は
、
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
国
際
「
合
意
」
を
用
い
る
こ
と
に
様
々
な
利
点
を
見
出
し

て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
「
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
国
際
『
合
意
』
が
国
際
政
治
に
お
け
る
有
用
な
『
道
具
』
で
あ
る

の
で
、
不
遵
守
に
よ
っ
て
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
利
益
が
見
い
だ
せ
な
い
限
り
は
、
こ
れ
を
使
い
続
け
る
こ
と
に
相
互
利
益
を

見
出
し
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
相
手
国
が
「
合
意
」
を
遵
守
し
な
い
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
、
法
的
拘
束
力

を
有
し
な
い
国
際
「
合
意
」
は
、
相
互
に
と
っ
て
利
益
の
な
い
、
意
味
の
な
い
「
合
意
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四



二
〇
一
七
年
一
月
二
十
日
付
産
経
新
聞
に
よ
る
と
、
同
問
題
に
関
す
る
韓
国
国
内
の
訴
訟
で
韓
国
政
府
は
、
日
韓
合
意
の

よ
う
な
形
の
国
家
間
の
約
束
は
「
相
互
の
信
頼
に
基
づ
く
政
策
遂
行
上
の
合
意
だ
」
と
し
つ
つ
も
、
「
合
意
は
法
的
拘
束
力

を
持
つ
協
定
で
は
な
い
」
と
説
明
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
日
韓
間
の
い
わ
ゆ
る
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
五
年
の
日
韓
請
求
権
協
定
に
す
で
に
「
完

全
か
つ
最
終
的
に
解
決
」
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
慰
安
婦
問
題
」
は
こ
れ
ま
で
、
幾
度
と
な
く
日
韓
関
係

を
悪
化
さ
せ
る
問
題
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
今
回
の
日
韓
合
意
に
お
い
て
も
日
本
政
府
が
「
確
約
を
得
た
」

に
も
関
わ
ら
ず
、
ま
た
し
て
も
問
題
が
解
決
で
き
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

専
門
書
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
国
際
「
合
意
」
は
、
相
手
国
が
遵
守
し
な
い
可
能
性
が
高

い
場
合
、
相
互
に
と
っ
て
利
益
の
な
い
、
意
味
の
な
い
「
合
意
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
何
度
も
何
度
も
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
、
日
韓
関
係
の
問
題
は
、
法
的
拘
束
力
の
あ
る
、
「
国
際
約
束
で
あ
る
文
書
」
に
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の

か
。
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。

三

今
後
の
可
能
性
に
つ
い
て

今
後
、
前
回
並
み
の
合
意
内
容
を
「
国
際
約
束
で
あ
る
文
書
」
と
し
て
日
韓
両
国
で
作
り
直
す
こ
と
を
検
討
す
る
か
。
政

五



府
の
見
解
は
如
何
に
。

「
定
義
が
定
か
で
は
な
い
」
や
「
お
答
え
で
き
な
い
」
な
ど
の
答
弁
で
は
な
く
、
慰
安
婦
問
題
の
不
可
逆
的
な
解
決
を
望
む

国
民
の
強
い
気
持
ち
を
込
め
た
質
問
で
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
誠
実
な
ご
答
弁
を
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。

右
質
問
す
る
。

六


